
　秋田市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　令和６年３月19日 
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秋田市条例第30号 

 

　　　秋田市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定め

 る条例の一部を改正する条例

　秋田市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条

 例（平成24年秋田市条例第65号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「平成17年法律第123号」の次に「。以下「法」という。」を

 加える。

　第２条第３号中「、医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医療型

児童発達支援をいう。）の事業」を削り、「同条第４項」を「同条第３

項」に、「同条第５項」を「同条第４項」に、「同条第６項」を「同条第

 ５項」に改める。

　第16条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の

 １項を加える。

２　療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければ

 ならない。

　第17条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重お

よび意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第10項中「第７項」を

「第８項」に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、

同条中第９項を第10項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利用

者」の次に「および当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談

支援（法第51条の17第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同



じ。）又は指定障害児相談支援（児童福祉法第24条の26第２項に規定する

指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下これらを総称して「指定特

定相談支援事業者等」という。）」を加え、同項を同条第８項とし、同条

第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第

５項中「利用者」の次に「および当該利用者」を、「開催し」の次に

「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに」を加え、

同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、

 第２項の次に次の１項を加える。

３　サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意

思を決定することに困難を抱える場合は、適切に意思決定の支援を行う

ため、当該利用者の意思および選好ならびに判断能力等について丁寧に

 把握しなければならない。

　第18条に次の１項を加える。 

２　サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなけ

 ればならない。

　第39条第１項第３号および第４項ならびに第52条第１項第２号および第

 ４項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

 　第54条第１項中「第63条第１項」を「第61条の２」に改める。

 　第55条および第60条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。

 　第61条の次に次の１条を加える。

 　（規模）

第61条の２　就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」とい

う。）は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するもの

でなければならない。 

　第63条第１項中「就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」

という。）」を「就労移行支援事業所」に改める。 



　第69条中「第38条まで」を「第36条まで、第38条」に、「同条第８項」

を「同条第９項」に改め、「第37条ただし書および」を削る。 

　第88条中「、指定医療型児童発達支援（指定通所支援基準条例第66条に

規定する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業」を削る。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


